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新規格への
移行が完了

2018年6月

労働安全衛生法 墜落制止用器具の規格適用

旧規格品の
販売が禁止旧規格品の販売は可能

2019年2月 2019年8月 2022年1月
公布 施行① 施行② 施行③

旧規格品の製造終了 旧規格品の使用が禁止

新規格品の
販売開始 ・・・・・・・・・・・・

移行スケジュール

安全帯 墜落制止用器具
①胴ベルト型（一本つり） ○
②胴ベルト型（Ｕ字つり） ×
③ハーネス型（一本つり） ○

①胴ベルト型（一本つり）

政令等の改正後に「墜落制止用器具」として認められる器具

②胴ベルト型（U字つり） ③ハーネス型（一本つり）

※高さが6.75ｍ以下の
　場合は使用できます

②には墜落を制止する
機能が無いことから、
改正後は①と③のみが
「墜落制止用器具」として
認められることになります。

墜落制止用器具は「フルハーネス型」を
使用することが原則となります。
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、
フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する
おそれのある場合（高さが6.75ｍ以下）は
「胴ベルト型（一本つり）」を使用できます。

安全帯が
「墜落制止用器具」に変わりました！

2 0 1 9年2月1日から



おすすめラインナップおすすめラインナップ
フルハーネス

フルハーネス

巻取り式ランヤード

伸縮ストラップ式ランヤード

NEWNEW

・「フルハーネス型」の着用が義務付けられる
・名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変わる
・6.75m以下（建築業では5m）の場合は
  引き続き胴ベルト型（一本つり）の使用も可能

・旧規格は2022.1.1まで使用可能
・新規格適用2019.2.1から！
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